
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、
適
格
請

求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
の
保

存
を
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
と
す
る

こ
と
で
、
免
税
事
業
者
を
締
め
出

し
、
消
費
税
の
益
税
を
な
く
す
取
組

み
で
す
。

　

消
費
税
の
益
税
と
は
、
一
般
の
消

費
者
が
支
払
っ
た
消
費
税
が
国
に
納

付
さ
れ
ず
に
、
免
税
事
業
者
の
手
元

に
残
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
消
費
税

制
度
上
の
問
題
で
す
。

　

免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

免
税
事
業
者
は
課
税
事
業
者
に
な

り
、
消
費
税
の
納
税
義
務
が
発
生
し

ま
す
。
今
回
は
中
小
事
業
者
で
あ
る

免
税
事
業
者
の
急
激
な
消
費
税
負
担

を
緩
和
す
る
た
め
の
経
過
措
置
に
つ

い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

小
規
模
事
業
者
は
消
費
税
の 

納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
る

　

モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
た
と

き
に
消
費
税
は
課
さ
れ
ま
す
。
そ
の

消
費
税
は
消
費
者
が
負
担
す
る
の
で

す
が
、
実
際
に
消
費
税
を
預
か
り
国

に
納
付
す
る
の
は
事
業
者
と
な
っ
て

い
ま
す
（
こ
の
よ
う
な
税
の
仕
組
み

を
間
接
税
と
言
い
ま
す
）。

　

し
た
が
っ
て
、
消
費
税
の
計
算
・

申
告
・
納
税
な
ど
の
事
務
処
理
の
負

担
を
事
業
者
に
求
め
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
が
、
そ
の
負
担
が
大
き
い

小
規
模
事
業
者
に
対
し
て
は
、
消
費

税
の
納
税
義
務
を
免
除
す
る
免
税
事

業
者
制
度
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
基
準
期
間
（
法
人

は
前
々
期
、
個
人
事
業
者
は
前
々

年
）
の
課
税
売
上
高
お
よ
び
特
定
期

間
の
課
税
売
上
高
等
が
１
０
０
０
万

円
以
下
の
事
業
者
は
、
そ
の
課
税
期

間
は
納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
免
税
事
業
者
で
も
「
課
税
事

業
者
選
択
届
出
書
」
を
届
け
出
る
こ

と
に
よ
り
課
税
事
業
者
と
な
る
こ
と

を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

免
税
事
業
者
は
消
費
税
の
納
税
義

務
が
な
い
こ
と
か
ら
、
消
費
税
納
税

額
の
計
算
・
申
告
の
手
続
き
、
消
費

税
の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

た
だ
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導

入
さ
れ
た
令
和
５
年
10
月
以
降
は
、

取
引
の
減
少
な
ど
を
回
避
す
る
た
め

に
免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
免
税

事
業
者
は
課
税
事
業
者
と
な
り
、
消

費
税
の
申
告
と
納
税
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

課
税
事
業
者
が
納
め
る
消
費
税
額

は
、
課
税
期
間
中
の
「
課
税
売
上
に

係
る
消
費
税
額
」
か
ら
、「
課
税
仕

入
れ
等
に
係
る
消
費
税
額
」
を
控
除

し
て
計
算
す
る
原
則
課
税
方
式
が
適

用
と
な
り
ま
す
。

第９回

税理士法人 SBL 代表社員／税理士
行政書士／ CFP®

八木 正宣

イ

2023年10月制度スタート！

インボイスインボイスのの情報提供情報提供
きっかけトークきっかけトーク

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

の
登
録
を
受
け
る

免
税
事
業
者
向
け
の

負
担
軽
減
策
が
あ
り
ま
す

2023年10月から開始予定のインボイス制度。本連載ではお客様への情報提
供の際に押さえておくべきポイントをきっかけトークとともに解説します。
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た
だ
し
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上

高
が
５
０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
事

業
者
は
、「
課
税
売
上
に
係
る
消
費

税
額
」
に
業
種
に
応
じ
た
み
な
し
仕

入
率
を
乗
じ
た
金
額
を
「
課
税
仕
入

れ
等
に
係
る
消
費
税
額
」
と
み
な
し

て
計
算
す
る
簡
易
課
税
方
式
を
選
択

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

ど
ち
ら
の
方
式
が
よ
り
消
費
税
の

納
税
額
が
有
利
と
な
る
か
を
比
較
検

討
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、

簡
易
課
税
方
式
の
ほ
う
が
、
仕
入
税

額
控
除
の
た
め
の
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保

存
が
必
要
な
い
な
ど
事
務
負
担
が
少

な
く
て
済
む
点
も
考
慮
し
た
い
ポ
イ

ン
ト
で
す
。

納
税
負
担
を
軽
減
す
る 

「
２
割
特
例
」
と
は
？

　

免
税
事
業
者
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
発

行
事
業
者
の
登
録
を
受
け
た
こ
と
に

よ
り
、
課
税
事
業
者
と
な
っ
た
場

合
、
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
令
和

８
年
９
月
30
日
ま
で
の
日
の
属
す
る

各
課
税
期
間
に
お
い
て
、
原
則
課
税

方
式
ま
た
は
簡
易
課
税
方
式
に
よ
る

納
付
税
額
に
代
え
て
、
仕
入
税
額
控

除
額
を
課
税
売
上
に
係
る
消
費
税
額

の
80
％
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
過

措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
特
例
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は

事
前
の
届
出
は
不
要
で
、
消
費
税
の

申
告
時
に
選
択
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

図
表
は
、
免
税
事
業
者
（
製
造

業
）
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の

登
録
を
受
け
、
課
税
事
業
者
と
な
っ

た
場
合
の
納
付
消
費
税
額
の
試
算
で

す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
導
入
後
は
、
簡
易

課
税
方
式
に
比
べ
て
原
則
課
税
方
式

の
ほ
う
が
納
税
額
は
少
な
く
な
り
ま

す
。
経
過
期
間
中
は
売
上
に
係
る
消

費
税
の
２
割
が
納
付
税
額
と
な
る
２

割
特
例
を
適
用
し
た
ほ
う
が
有
利
と

な
り
ま
す
。

取引先に
伝えたい
ポイント

●免税事業者（製造業）の消費税納税額の試算例
単位：万円

項目 本体価格 原則
課税方式

簡易
課税方式

２割特例
適用

①課税売上 800 80 80 80

②課税仕入 600 60 56※１ 64※２

消費税納税額　①－② 20 24 16

 出所：筆者作成

※１　簡易課税制度による仕入税額控除額

課税売上に係る消費税　80万円×製造業のみなし仕入率 70％＝56万円

※２　納付税額の２割特例による仕入税額控額（R5.10.1~R8.9.30）

課税売上に係る消費税　80万円×80％＝64万円

  免税事業者がインボイス発行事業者となった
場合、消費税の納税義務が発生するが、原則
課税方式か簡易課税方式のどちらが有利かを
判断しておく必要がある

  免税事業者がインボイス発行事業者となった
場合、消費税納税額を20％とする経過措置

「2割特例」が設けられており、事前の届出
は不要で消費税額の申告時に選択すればよい
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